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国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
お
送
り
し
ま
す

　　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
に
交
付

さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
は
、
前

年
の
所
得
に
よ
っ
て
負
担
割
合（
２

割
ま
た
は
３
割
）を
判
定
し
、
毎
年

８
月
１
日
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
、
７
月
下
旬
に
世
帯

主
宛
て
に
郵
送
し
ま
し
た
。
新
し
い

受
給
者
証
が
お
手
元
に
届
い
て
い
る

か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

８
月
は
限
度
額
適
用
認

定
証
の
更
新
月
で
す

　

入
院
の
予
定
が
あ
る
人
、
外
来
で

の
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
人

な
ど
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
医
療
機
関
へ
提
示
す
る
こ
と
で
、

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
【
表
１
・
２
】

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
認
定
証
が

必
要
な
場
合
は
、
事
前
に
国
保
年
金

係
の
窓
口
で
申
請
し
、
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
非
課
税
世
帯
【
世
帯
の
国

保
加
入
者（
擬
制
世
帯
主
含
む
）全

員
の
住
民
税
が
非
課
税
】
に
は
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
保
険
診
療
の

一
部
負
担
金
が
限
度
額
ま
で
と
な

り
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ

ま
す【
表
１
・
２
】。

　

有
効
期
限
が
令
和
３
年
７
月
31
日

ま
で
の
認
定
証
を
持
っ
て
い
て
、
引

き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、
新

た
に
申
請
が
必
要
で
す（
前
年
の
所

得
に
応
じ
て
負
担
区
分
を
再
判
定
し

ま
す
）。

所得区分
１カ月の自己負担限度額 入院時の１食の

食事負担３回目まで ４回目以降

ア：年間所得 901 万円超 252,600 円 ＋（医療費 - 842,000 円）×１％   140,100 円 460 円

イ：年間所得 600 万円～ 901 万円 167,400 円 ＋（医療費 - 558,000 円）×１％ 　 93,000 円 460 円

ウ：年間所得 210 万円～ 600 万円   80,100 円 ＋（医療費 - 267,000 円）×１％ 　 44,400 円 460 円

エ：年間所得 210 万円以下   57,600 円 　 44,400 円 460 円

オ：住民税非課税世帯   35,400 円 　 24,600 円 210 円（※）

（※）過去 12 カ月間で入院日数が 90 日を超えると 160 円になります。詳しくは国保年金係にお問い合わせください。
・４回目以降の金額は、過去 12 カ月以内に限度額を超えた支給が４回以上あった場合に適用される金額です。
・入院時の食事負担や差額ベッド代などは、自己負担限度額に含まれません。

【表１】● 70 歳未満の人

所得区分
１カ月の自己負担限度額 入院時の１食の

食事負担外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位） ４回目以降

現役並み
所得者

Ⅲ 690 万円以上 252,600 円 +（医療費 - 842,000 円）×１％    140,100 円 460 円

Ⅱ 380 万円以上 167,400 円 +（医療費 - 558,000 円）×１％ 93,000 円 460 円

Ⅰ 145 万円以上 　　　 80,100 円 +（医療費 - 267,000 円）×１％ 44,400 円 460 円

一　般 18,000 円
（年間限度額 144,000 円） 57,600 円 44,400 円 460 円

低所得者
（住民税非課税）

低Ⅱ
8,000 円

24,600 円 ― 210 円（※）

低Ⅰ 15,000 円 ― 100 円

国
民
健
康
保
険
税
は
納
期

内
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い

　　

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税（
以

下
、
国
保
税
）の
納
付
書
が
７
月
に

発
送
さ
れ
ま
し
た
。
第
１
期
の
お
支

払
い
は
も
う
お
済
で
し
ょ
う
か
。
国

保
税
は
、
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で

の
８
回
で
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
年
度
の
途
中
で
国
民
健
康
保

険（
以
下
、
国
保
）
に
加
入
、
ま
た

は
脱
退
し
た
場
合
は
、
国
保
税
を
月

割
り
で
計
算
し
ま
す
。
国
保
税
は
国

保
の
制
度
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で

す
の
で
、忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
保
税
の
納
付
は

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

国
保
税
の
納
付
に
は
、
ぜ
ひ
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振

替
な
ら
、
国
保
税
を
納
め
に
行
く
手

間
が
省
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
納
め

忘
れ
の
心
配
も
な
い
の
で
安
心
・
便

利
・
確
実
で
す
。
一
度
手
続
き
を
す

る
だ
け
で
、
翌
年
度
以
降
も
自
動
的

に
継
続
さ
れ
ま
す
。

【表２】● 70 歳以上（高齢受給者）の人

課
税
所
得
額

問町民生活課　国保年金係　☎（62）2114

国保税の滞納が続くと・・・
特別な事情もなく国保税を納めないでいると、以下のような措置を受けることがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①納期限を過ぎると督促、催告が行われ、延滞金が加算される場合があります。

②納期限から１年を過ぎると、保険証を返却することになり、資格証明書が発行されます。
　資格証明書で医療機関を受診すると、医療費はいったん全額自己負担となります。

③納期限から１年６ヶ月を過ぎると、国保の給付の全部又は一部が差し止められます。

④差し止められた国保の給付分が滞納している国保税に充てられます。

　※このほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

国
保
税
に
は
負
担
軽
減

措
置
が
あ
り
ま
す

　

倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職
や

雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
を
さ
れ

た
人
に
対
し
て
、
離
職
し
た
本
人
の

前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30

の
額
と
み
な
し
て
、
国
保
税
を
計
算

す
る
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
軽
減

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○
軽
減
対
象
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま

で（
国
保
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合

は
そ
の
時
点
ま
で
）

○
対
象
者

　

雇
用
保
険
法
の
特
定
受
給
資
格
者

お
よ
び
特
定
理
由
離
職
者

※
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
「
11
・
12
・
21
・

22
・
23
・
31
・
32
・
33
・
34
」
の
人

で
す（
離
職
時
点
で
65
歳
以
上
の
人

お
よ
び
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
の
な

い
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

②
印
鑑

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

　
高
齢
受
給
者
証

▼

　
限
度
額
適
用
認
定
証

▼

見　本 見　本

見　本

納付が困難なときは、早めに税務課へ相談しましょう。


